
 (様式－１)                                                            （令和７年１０月１日作成） 

事 務 処 理 フ ロ ー 図                                           
                                                  作成部署 東京消防庁予防部危険物課保安規制係 電話 3212-2111 

事務名 放電加工機の設置届出 
《事務処理フロー図》                                    《事務処理フロー図の説明》 
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 処理期間   計  9  日  項番 項   目 説     明 
                                                  （処理期間は工事期間を除く。） 
                                                                 
届出書                  指導事項                       検査結果通知書 
  ○                       ○                                ○ 
                                                                                                         
                              通                                交  
                              知                                付  
                                                                            

１ 形式審査 
提出された届出書に記載漏れがないかど

うか、添付書類がそろっているかどうか

を審査します。 

２ 実質審査 
届出書の内容について、火災予防条例の

規定に適合しているかどうかを審査しま

す。 

３ 決定手続 届出内容の審査結果に基づく指導事項に

ついて決定します。 
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      １日    5 日    １日                     1 日    1 日 
  ○       ○      ○      ○             ○       ○        ○   
     形式    実質    決定    （工事期間）     検査     決定     
     審査    審査    手続                              手続     

４ 通知 指導事項がある場合は、届出者に通知し

ます。 

５ 検査 
放電加工機の使用を開始する前に、届出

の内容どおりで火災予防条例の規定に適

合しているかどうかを検査します。 

６ 決定手続 検査の結果に基づく指導事項について決

定します。 

 

 

７ 交付 
検査結果通知書を交付します。 
なお、指導事項がある場合は、届出者に

通知します。 
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